
掛川市教育委員会に置かれる事務局等の組織に関する規則の一部を改正する規則 

掛川市教育委員会に置かれる事務局等の組織に関する規則（平成17年掛川市教育委員会規則第７ 

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項の表中 

「 

こども給食課 こども給食係 さかがわ学校給食センター 給食文化苑こう

ようの丘 みなみ学校給食センター 

」 

を 

「 

こども給食課 さかがわ学校給食センター 給食文化苑こうようの丘 みな

み学校給食センター 

」 

に改め、同条第２項中「次の表の左欄に掲げる室」を「学校再編室」に、「同表右欄に掲げる係」

を「同室に学校再編係及び施設営繕係」に改め、同項の表を削る。 

第５条第１項第１号に次のように加える。 

 ス 家庭教育に関すること。 

  セ 社会教育振興基金に関すること。 

  ソ 青少年の健全育成に関すること。 

  タ 青少年教育の推進に関すること。 

  チ 青少年問題協議会に関すること。 

  ツ 青少年補導センターに関すること。 

  テ 子ども・若者育成支援の推進に関すること。 

第５条第１項第５号を削り、同条第２項第１号を削り、同項第２号中オをクとし、アからエ 

までをエからキまでとし、同号にア、イ及びウとして次のように加える。 

 ア 学校給食施設の再編整備促進に関すること。 

 イ 学校給食の企画、調整及び指導に関すること。 

 ウ 学校給食の実施に関すること。 

第５条第２項第２号に次のように加え、同号を同項第１号とする。 

 ケ その他学校給食業務に関すること。 

第５条第２項中第４号を第３号とし、第３号を第２号とし、同条第３項第１号中シをスとし、

サの次に次のように加える。 



  シ 市教育センターの運営に関すること。 

 第５条第３項第２号コ中「管理運営」を「管理」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


